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 一時預かりとは、下記の様々な事由により、お子さんを家庭で保育することが困難になった場合に認可保育施

設でお預かりする制度です。 

 

【ご利用できる方】 

１）市川市に住民登録されているお子さん。 

２）７ヶ月以上かつ小学校就学前のお子さん。 

注）同居する人のいずれもが保育にあたれない、もしくは困難なことが条件です（リフレッシュを除く）。 

注）幼稚園に在園されているお子さんは原則としてご利用できません。 

 

【利用できる時間】  ９：００～１７：００ 

 

【利用できる曜日】  月曜日～金曜日 

 

【利用できる保育施設】 

一時預かり実施保育施設一覧（P49）を参照ください。 

より多くの保護者の方々にご利用いただくため、１ヶ月内（例：４月１日～４月３０日）で複数の保育施設にまた

がってご利用いただくことはできません。 

※ご利用にあたり、保護者とお子さん同伴での『面接』が必要です。また、緊急を伴う要件以外は、申請後すぐ

にご利用はできませんので、ご了承ください。 

 

【利用要件】 

１． 一時的に保育が困難な場合 （月１５日が限度） 

① 職業訓練・就労・就学・就労面接など 

保護者の職業訓練や就労の面接、就学、就労等により断続的に家庭での保育が困難となる方 

（例）○週に２～３日の就労 ○会社面接  ○ハローワーク面接等 

② 緊急・一時的な場合 

保護者の傷病、事故、出産、介護、看護、災害、冠婚葬祭等社会的に止むを得ない理由により緊

急・一時的に家庭での保育が困難となる方 

（例）○出産のため１週間入院する  ○祖母が入院したので付き添いが必要 

③ 裁判員に選ばれた場合 

 『裁判員の参加する刑事裁判に関する法律』に定める裁判員候補者の呼び出し及び裁判員の出

頭に応じる場合 

 その他 

上記以外の理由によるもの 

 

２． 育児中のリフレッシュの場合 （月２日が限度） 

  ※実施保育園は平田保育園、行徳保育園、鬼高保育園、塩焼第２保育園・新田第２保育園の５園です。 

私立保育施設のご利用については、各施設にご相談ください。 

 （例）育児の合間に自分の時間を持ちたい。 

 

※申請をお受けしても、保育施設の状況によっては、ご希望する日数を利用できない場合もあります。予めご

了承ください。 

16．一時預かり 
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【利用料】 

 年 齢 利 用 料 金  

利用料 
３歳未満児クラス ３００円/１時間 分単位の端数は、利用日毎に１時間に

切り上げさせていただきます。 ３歳以上児クラス ２００円/１時間 

昼食料 ３００円/１回 
利用する方は前日までに、保育施設に

お申込みください。 

 

【利用料の支払方法】 

利用月の翌月、昼食料を含めた額の納付書を発行・送付いたしますので、指定金融機関の窓口でお支

払いをお願いします。（コンビニエンスストア・郵便局・ＡＴＭはお取扱いできません。） 

 指定金融機関を記載した一覧を、納付書に同封いたします。 

※利用料を滞納している場合、ご利用をお断りすることもありますので、必ず納付期限までにお

支払いください。 

 

【利用するための手続き】 

各保育施設に直接ご連絡いただき、空き状況を確認のうえお申込みください。 

※受付時間は、１３時～１７時です。 

 

１．利用申請  

申請時に「一時預かり事業利用申請書」と下記必要書類をご提出ください。 

    ○必要書類（お子さんと同居している方全員分が必要です） 

①職業訓練・就労・就

学・就労面接など 

 

・就労による場合     ‥‥ 就労証明書 

・就学の場合       ‥‥ 在学証明書（学生証）と授業時間割 

・講座等を受講する場合  ‥‥  受講証明書 

（※趣味の講座等は認めていません） 

②緊急・一時的な場合 ・傷病により通院の場合 ‥‥ 診断書または通院証明書等 

・出産する場合      ‥‥ 母子手帳の写し等 

               （表紙及び分娩予定日記載ページ） 

・介護・看護の場合   ‥‥ 看護等を必要とする医師の証明書等 

③裁判員制度に応じる

場合 

裁判員候補者の呼び出し、出頭に応じる場合 

････  裁判員制度に基づく呼出状 

④その他 その他         ‥‥ 証明となる書類等 

⑤リフレッシュの場合 

（月２日限度） 

必要ありません 

２．保育施設での面接   

利用が決まりましたら、利用日前に保育施設でお子さんと一緒に面接を受けていただきます。 

３．利用開始             

保育施設で指定の｢利用明細票｣に、利用日毎の開始・終了時刻を記入してください。 

４．利用終了      

利用理由がなくなった場合は「一時預かり事業利用辞退届」を保育施設に提出してください。 

(利用承認等通知書の下部が辞退届になっています。) 

         注）「辞退届」提出後、再度利用する場合や申請理由に変更があった場合は、同じ年度内でも新たに申

請が必要になります。 
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【一時預かり実施保育施設】 

            

 保育施設名 所在地 電 話 申し込み先 

私

立

保

育

施

設 

国 府 台 保育園 国府台 ２－９－１３ ３７２－３７４０ 

直接 

各保育施設へ

お申し込みく

ださい。 

 

百 合 台 保育園 曽谷  ３－１１－１ ３７４－０７８９ 

さくらんぼ  保育園 市川南 ２－６－２２ ３２２－３３３４ 

か い づ か 保育園 下貝塚 ３－９－３ ３１８－５７６６ 

市川キッズステーション 市川南 １－１０－１ ３F ３２２－８７３３ 

市川大野ﾅｰｻﾘｰｽｸｰﾙ 大野町 ３－１４３８－１ ３３９－３３３１ 

広尾みらい 保育園 広尾  ２－３－１ ３９０－２７７２ 

あ じ さ い 保育園 妙典  ５－１２－１６ ３５９－８２３１ 

あ り の み 保育園 下貝塚 １－３－２３ ３７４－８７００ 

こうぜん保育園市川 南大野 ２－２３－１１ ７０１－５９２０ 

柏 井 保育園 柏井町 ２-７１８-３ ３３７－６５４１ 

 風の谷こども園 北国分 ４-１０-３ ３７５-２７００  

◎リフレッシュでの利用については、各保育施設にお問い合わせください。 

  

保育園名 所在地 電 話 申し込み先 

公 

立 

保 

育 

園 

           

 

 

 平   田 保育園（※） 平田    １－２０－１６ ３２４－１３６０★ 直接各保育園

へお申し込みく

ださい。 

受付時間は 

１３～１７時で

す。 

 行   徳 保育園（※） 行徳駅前４－２２－１７ ３９５－４８７０★ 

鬼   高 保育園（※） 鬼高    １－１１－２０ ３７８－８２２３★ 

塩 焼 第 ２  保育園（※） 塩焼    ３－１１－１５ ３９５－５４３０★ 

 新 田 第 ２ 保育園（※） 新田    ２－１－２４ ３７９－１９１５★ 

北   方 保育園 北方  １－１２－１ ３３４－６６１６ 

大   洲 保育園 大洲    ２－３－８ ３７８－３３３１ ★印は一時預かり

専用ダイヤルです。  香   取 保育園 香取    ２－６－２５ ３５７－４１９１ 

※は、公立でのリフレッシュ利用実施園。その他の保育園についてはお問い合わせください。 

◎北方保育園・大洲保育園・香取保育園は現在お預かりを受け付けておりません。 

 

●上記の保育施設のほか、施設独自に一時預かりを実施している保育施設もあります。 

利用要件・料金・時間等については直接、下記までお問い合わせください。 

  ・明徳本八幡駅保育園・・・・・・・八幡２－１１－２   電話 ３１８―０１１０ 

  ・グローバルキッズ南行徳園・・・・欠真間１－４－７   電話 ３９５―５７７７ 

  ・K’s garden 真間駅前保育園・・・・真間１－１２－４   電話 ７０４－９９６６ 

               市川センタービル１階 

 

【お問い合わせ】 

市川市 こども政策部 こども施設運営課   電話 ７１１－１７９８（直通） 
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